
 

 

 

 

１ 地域の概要 

武蔵野市は副都心新宿から電車で約２０分、距離にして約１２km に位置し、東京２３

区の西部に隣接している。市域は東西６．４km、南北３．１km、地形は平坦で、面積 10.73

㎢、人口は 135,127 人（平成２１年１０月１日現在）である。人口構成は、１４歳以下

が１０．７％、生産年齢人口（１５～６４歳）が６９．４％、老年人口は１９．９％に

達している。市の南部をＪＲ中央線が東西に走り、吉祥寺・三鷹・武蔵境の三駅が市内

にある。閑静な住宅街が広がる一方、繁華街や企業の研究施設、多くの大学も有し、狭

いながらも利便性の高い地域となっている。 

市内には、市立小学校１２校、中学校６校があり、児童数は 4,961 人、生徒数 1,849

人（平成２１年５月１日現在）であり、ここ数年、大きな変化はない。 

 

２ 指定校変更要件緩和の経緯 

本市では、従来より通学区域に基づき就学校を指定しており、入学する小中学校は各

通学区域の指定校を原則としている。指定校以外の学校に入学したいという保護者の希

望に対しては、これまでも、通学区域の弾力化で対応してきたが、平成１８年３月３０

日の学校教育法施行規則改正を契機に、保護者の要望や周辺自治体の状況等を鑑みて、

指定校変更要件の緩和を検討した。その結果、平成１９年度入学者から、「兄姉の卒業校」、

「通学の利便性」、「部活動」を新たな要件として追加し、指定校変更のより柔軟な運用

を図ることとした（「通学の利便性」については、中学生は平成２０年度入学者から対象

とした。）。 

 

対象（新 1 年生） 新入学時の指定校変更承認要件 

（武蔵野市立学校の就学学校の指定の変更に関する要綱）  小学校 中学校 

兄姉の通学校又は卒業校を希望 〇 〇 

卒業した小学校区の指定中学校を希望   〇 

保護者の営業地・下校後の預かり先の学区を希望 〇   

おおむね１年以内の転居予定地で予め就学を希望 〇 〇 

疾病又は障害などで指定校への通学が困難な場合 〇 〇 

通学距離（道のり）の短い隣接学区を希望 〇 〇 

本人の性格、いじめ等の人間関係、部活動(中学校のみ）に関し教育的配

慮が必要であると教育委員会が認める場合 
〇 〇 

※ 上記要件は、市報・ホームページ等で公開している。 

 

 

 

（16）部活動を理由とする指定校変更 

東京都武蔵野市 



３ 指定校変更の手続（次頁参照） 

「部活動を理由とする指定校変更」は、中学校新入学時に、指定中学校にその部活動

がなく、希望中学校にある場合のみ変更可能としている。 

指定校変更の手順は以下のとおり。 

① 保護者からの申出を受け、教育委員会は、保護者に手続の流れを説明する。 

② 教育委員会は、希望中学校・指定中学校に「該当部活動」の有無を確認する。 

③ 教育委員会は、在籍小学校に面談（学校長と保護者・児童）を依頼する。 

学校長は面談内容や当該児童の普段の学校生活から、児童の“その部活動に対す

る意欲の有無”を総合的に確認し、所見を教育委員会に口頭で報告する。 

④ 児童・保護者は、希望中学校での部活動の見学・体験（任意）を行い、児童の希

望するような活動であるかを確認する。 

見学・体験後、希望中学校の校長は、児童の部活動に対する意欲等について所見

を教育委員会に口頭で報告する。 

⑤ 以上により、変更が妥当であると教育委員会が判断する場合、指定校変更申請を

受理する。 

 

４ 指定校変更の実績と傾向 

＜部活動を理由とする指定校変更件数（中学校新入学時のみ）＞ 

 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

市立学校入学者数 1,861 人 1,786 人 1,825 人 

指定校変更全件数 ２７ ４０ ３８ 

部活動による変更 ６ ４ ５ 

※ 変更要件になった部活動：平成１９年度…バスケットボール６件  

平成２０年度…コーラス３件 ソフトボール１件 

平成２１年度…コーラス２件 陸上２件 書道１件 

 

５ 評価等 

毎年、４～６件の申請があり、部活動に熱意のある児童に利用されている。バスケッ

トボール、コーラス、陸上競技等、小学校から続けている活動を継続したい事例が多く、

中学校生活の励みになっている一方、風評等、他の理由で学校を変更したい保護者の表

面上の理由として使われる懸念もあった。 

そこで、児童の状況をよく把握している在籍小学校での面談を必須とし、本人の意欲

を確認している。ただし、諸事情で入学後その部活動を続けることができない場合でも、

引き続き、変更した学校に通うことができる。 

また、部活動の指導教員が異動すると、その部活動がなくなる可能性もあるため、外

部指導員の導入など部活動に対する支援を行っている。 

 



【 部活動を理由とした指定校変更の申請手続 】 

                           

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

                           

                                

        

                              

 

                    

保護者からの申出 

教育支援課にて 

② 部活動の有無の確認 

指定校に無く、希望校に有り 

③ 在籍小学校での面談 

指定校に有り 指定校変更は認めら

れない 

希望する部活動である 

ヒアリング結果によっては

認められない場合あり 

希望中学校で 
             

④ 部活動の見学・体験 * 

ヒアリング結果によっては

認められない場合あり

教育支援課にて

⑤ 指定校変更申請の受理 

＜部活動を理由に指定校を変更できる条件＞ 

① 指定校になく、希望校にある。 

② 希望校にある部活動に入部を希望する。 

教育支援課にて 

① 手続の流れの説明 

入学前年11月１日現在で

該当部活動がない場合は

「無」とみなします。 

教育支援課にて 

在籍小学校からヒアリング 

教育支援課にて 

希望中学校からヒアリング 

武蔵野市教育委員会 教育支援課 

TEL 0422-60-1900 

本事例の問い合わせ先 

＊ 体験は必要な場合のみ。 

＜中学校新入学時＞ 
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